
新本庁舎の内部の各用途に関すること 

1. 機能別棟内配置の考え方 

【行政機能】 

行政機能は市民利用機能及び議会機能との連携を考慮し、新本庁舎内の中層部～高層部に配置することと

します。申請窓口のある部署や相談窓口等の市民サービスを提供している部署、市政情報等を発信している

部署等は市民の利用頻度が高いことから、アクセスしやすいよう中層部～低層部に配置することとし、市民

サービスの向上を目指します。 

 

【議会機能】 

議会機能は議場の構造上の特性や整備コストの検討、

市議会の答申を踏まえ高層部に配置することとします。

また、付随する各種委員会室等も高層部に設けることと

します。市民に身近で開かれた議会となるよう、市民利

用可能な展望ロビー等や、広報・案内機能を配置するな

ど、議会機能へのアクセス環境などを確保します。 

 

【災害対策機能】 

 災害時の迅速な対応性を重要視し、本市の中枢的な機

能を担う市長室等と近接させたうえで中低層部に配置

します。 

 

【市民利用機能・情報発信機能】 

市民利用機能は市民広場との一体性確保や、市民が集

まり、立ち寄りやすいように 1 階をはじめとした低層部

に配置することとします。市民利用機能を市役所低層部

に配置することにより、土日等にも市民が市役所を訪れ

やすくなり、仙台駅西側の仙台市中心部（都心）の歩行

者の回遊性に寄与することが期待されます。 

 

2. 低層部に整備する諸室・スペースについて 

【低層部に整備する諸室・スペース】 

 低層部に整備する諸室・スペース等は右表のものが想定され、今後、市民利用・情報発信機能を中心とし

て、事業可能性調査等を踏まえ精査します。この他、職員・来庁者の需要等を勘案し、行政手続の際のレス

パイト機能（臨時の休憩介護機能）や事業所内保育所・託児所についても整備の必要性を検討します。 

 

【各種諸室・スペースの配置】 

 各種諸室・スペースの配置については、市民広場、敷地内広場からの連続性や各種諸室・スペースにおけ

る市民の来庁者数に配慮しながら、設計において検討します。 

 

【低層部の利用時間】 

まちの賑わいに資する観点から、市民利用機能・情報発信機能や共用会議室等の一部の行政機能について

は、原則として開庁時間以外や土日祝日の開放を行う方向性とします。 

＜低層部に整備する各種諸室・スペース（想定）＞ 

機能 内容 分類 

市民・業者が頻繁に訪れる

部署 

・申請・相談窓口等特に市民・業者との関わりが強い部

署を設置 

・外国人に対する多言語での各種情報提供や生活相談を

行う窓口を設置 

・水道料金センターなど市民の利便性を高めるための窓

口も設置 

行政機能 

総合案内 
・行政機能だけでなく市民利用機能についても適切な案

内ができる総合窓口を設置 

行政機能 

市民利用機能 

ロビー空間 

・市民の憩いの場となる空間を整備 

・市長表敬訪問、姉妹都市訪問団歓迎等に対応できるよ

うイベントスペースと一体的に整備 

・災害時には市民の一時避難場所・災害支援を受け入れ

るためのスペースとして活用 

行政機能 

市民利用機能 

市民協働 

・共用会議室を時間外開放 

・周辺の市民協働関連施設等の情報発信 

・職員の生産性向上も兼ねた市民と職員が協働できる場、

コワーキングスペース等を検討 

行政機能 

市民利用機能 

情報発信機能 

情報発信 

・市政情報の発信だけでなく、観光情報、東日本大震災

関連情報、男女共同参画に係る情報、ＮＰＯ活動拠点

等周辺施設の情報、東北の魅力の情報発信を行う 

行政機能 

情報発信機能 

イベント・ギャラリー 

・市民広場・敷地内広場で開催されるイベントと一体的

な利活用を可能とする 

・障害者の製品販売、地元企業の製品、サービス等の情

報発信スペースとして随時利用 

市民利用機能 

情報発信機能 

観光交流 
・仙台、東北６県の観光 PR の場を設置 

・仙台の姉妹都市紹介、交流情報等を発信 

市民利用機能 

情報発信機能 

飲食・物販 

・東北の食材を使った魅力発信を行うとともに職員の 

ウェルビーイングに資する場を整備 

・屋内及び屋外の両方について、飲食できるスペースを

設置 

・職員及び市民が日常利用する商業機能も視野に入れる 

市民利用機能 

金融機関等 

・市民・職員等の金融機関等の利用需要に対応 

・窓口等の設置については今後ヒアリング等の内容を踏

まえて精査 

市民利用機能 

 

資 料 ５ 

↑ 新本庁舎の機能配置イメージ図 


